
 

 

厚木市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者の身体的機能の低下を防止し、健康の保持及び増進を図

るため、はり、きゅう又はマッサージの施術を受けた者に対し、その費用の一部

（以下「施術費」という。）を助成することについて必要な事項を定めるものとす

る。 

（対象者） 

第２条 施術費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は次に掲

げる者とする。 

 (1) 市内に居住し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定により本市の住

民基本台帳に記録されている75歳以上の者 

 (2) 厚木市在宅ねたきり老人に登録されている者 

（施術費の助成の方法等） 

第３条 施術費の助成は、助成券を交付することにより行い、１年度につき７枚を限

度として交付する。 

２  施術費の助成は、前条第１号に規定する者にあっては75歳に達する日の属する月

の初日から、前条第２号に規定する者にあっては登録日から行う。 

３  施術費の助成額は、前条第１号に規定する者にあっては１枚につき1,800円とし、

前条第２号に規定する者にあっては１枚につき3,000円（出張費込み。）とする。 

４  助成券の交付を受けようとする者は、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券交

付申請書により市長に申請しなければならない。 

（助成券の提出） 

第４条 対象者が、はり、きゅう又はマッサージの助成を受ける時は、はり、きゅう

又はマッサージの施術者（以下「施術者」という。）に１回につき１枚の助成券を

提出しなければならない。 

（施術者） 

第５条 施術者は、はり、きゅう又はマッサージの診療所及び施術所の開設又は出張

業務についての届出済証の交付を受けたもので、市長に本事業への協力を申し出

た者とする。 

（施術費の請求） 

第６条 施術者は、助成券による施術をした場合は、当該月分の施術費を当該業務を

提供した日の属する年度の翌年度の４月10日までに指定の請求書に助成券を添え



 

 

て市長に請求するものとする。 

（施術費の支払） 

第７条 市長は、前条の規定による施術費の請求があったときは、請求日から30日以

内に施術費を支払うものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和58年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成26年５月１９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 


